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建
築
基
準
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案
新
旧
対
照
条
文

○

建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
（
抄
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
居
室
の
天
井
の
高
さ
）

（
居
室
の
天
井
の
高
さ
）

第
二
十
一
条

略

第
二
十
一
条

略

２

学
校
（
大
学
、
専
修
学
校
、
各
種
学
校
及
び
幼
稚
園
を
除
く
。
）
の
教
室
で

２

学
校
（
専
修
学
校
、
各
種
学
校
及
び
幼
稚
園
を
除
く
。
）
の
教
室
で
そ
の
床

そ
の
床
面
積
が
五
十
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
天
井
の
高

面
積
が
五
十
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
天
井
の
高
さ
は
、

さ
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
三
メ
ー
ト
ル
以
上
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
三
メ
ー
ト
ル
以
上
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

い
。

３

略

３

略


